
平
成
十
一
年
政
令
第
三
百
九
十
五
号

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
施
行
令

内
閣
は
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
二
十
二
条
の
二
の
規
定

に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
第
十
五
条
第
一
項

第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
月
数
は
、
お
お
む
ね
百
分
の

十
五
箇
月
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇

九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
九
月
一
〇
日
政
令
第
四

〇
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
十
六
年
三
月
ま
で
の
間
の
第
一
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
施
行
令

第
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
十
分

の
四
箇
月
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
分
の
五
箇
月
」
と
す

る
。

３
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
後
遅
滞
な

く
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
主
た
る
事
務
所

及
び
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
登
記
所
に
、
社
会
保

険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
基
本
金
に
係
る
事
項
の
抹
消

の
登
記
を
嘱
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
二
月
二
〇
日
政
令
第

三
九
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
施
行
令
の
一
部
改

正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
条
　
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
お
け
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
施

行
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
本
則
中
「
十

分
の
三
箇
月
」
と
あ
る
の
は
、
施
行
日
か
ら
平
成
二
十

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
「
百
分
の
三
十
六
箇

月
」
と
、
同
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
は
「
百
分
の
三
十
三
箇
月
」
と
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
九
月
二
四
日
政
令
第
三

〇
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
五

五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

1


